
ブログに日々の
思いや活動を書
いています。携帯
からアクセスで
きます。

人見 誠
第３回定例市会が開かれ、はじめて代表質疑に立ち、市長に見
解を問いました。
選挙で訴えてきたこと、北区に必要と思うことの中から、以下の３
点を質問しました！

１．公共交通について
Ｑ：いわゆる「交通基本条例」の制定と、地域コミュニティバスの
積極的活用で市民の足を守る取り組みを！

Ａ：「神戸市総合交通計画」策定の中で交通基本条例の必要性な
どを検討。コミュニティバスは、情報提供などの支援を継続。

２．鈴蘭台駅前のまちづくりについて
Ｑ：駅前再開発事業だけでなく、鈴蘭台駅周辺の活性化にむけた
取り組みを！

Ａ：駅前再開発事業は、今年度中に基本計画、来年度中に事業計
画を立て、早期完了を目指す。
それまでは、イベント補助などの制度等で支援。

決算特別委員会では、行財政局・市長室と危機管理室への質疑を
担当し、神戸の活性化とくらしを守るという視点から質問しました。
主な質疑は以下の通りです。

（行財政局）
Ｑ：民間活力の積極的導入は当然だが、契約・発注価格の引き下
げによる賃金・労働条件の低下を招くことの無いよう、公契
約条例の制定や労働条件審査制度の導入を！

Ａ：入札・契約において、ダンピング対策や労働関係法令遵守の
要請などを進めていく。他
都市の動向などを今後も
十分注視していきたい。

Ｑ：行財政局庶務課職員が深
夜に１８歳未満の少女を接
客させたとして風営法違反
容疑で逮捕され、児童福祉
法違反などの容疑で追送検
されるという事件があった。
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３．農業の振興について
Ｑ：「二郎のいちご」「淡河の新鉄砲ゆり」などの特産品の生産・販
売の振興と農業者の生産の支援を！

Ａ：郊外の直売店や、神戸地産地消推進店、ＪＡの販売コーナー
などがあり、須磨寺前商店街と神出町など地域間での取引、
女性農業者の意見を取
り入れた加工品生産も
行われている。
さらに三宮周辺など市
民に身近な場所で購入
しやすい環境づくりに取
り組んでいく。
猟友会との連携を強化
し、有害鳥獣駆除に取
り組む。
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本 会 議 代 表 質 疑

決 算 特 別 委 員 会 職員への指導教育の徹底と再発防止策は？
Ａ：所属長から注意指導、注意喚起を行なってきたが、結果とし
てこのような事態に至ったことは大変申し訳なく市民の皆様
に深くお詫び申し上げる。
引き続き、職員の指導を行ない、信頼回復に努めていきたい。

（市長室）
Ｑ：神戸市内の領事館の数は、阪神大震災後2カ国になって
いる。もっと市長自身がトップセールスをして、領事館を呼
び戻すような取り組みを！

Ａ：様々な機会をとらえて市長が出席し、直接話もしているが、
一層努力をしていきたい。

（危機管理室）
Ｑ：災害発生時の帰宅困難者対策は？
Ａ：被害情報、公共交通機関の運行・代替輸送等の情報、帰宅支
援施設情報などを防災行政無線、ひょうご防災ネットなどで
情報提供していく。
また、訓練をしておくことが大事なので、実施の検討をしたい。
さらには、企業との連携なども進めていきたい。
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